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(57)【要約】
　本発明は、帯域幅部分の切替方法、端末デバイス及び
コンピュータ記憶媒体を開示し、ここで、この方法は、
タイマを取得することと、前記タイマに基づいて、現在
アクティブ化された第１の帯域幅部分ＢＷＰから第２の
ＢＷＰに切り替えるかどうかを決定することとを含み、
前記第１のＢＷＰが第２のＢＷＰと異なる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　端末デバイスに応用される帯域幅部分ＢＷＰの切替方法であって、
　タイマを取得することと、
　前記タイマに基づいて、現在アクティブ化された第１の帯域幅部分ＢＷＰから第２のＢ
ＷＰに切り替えるかどうかを決定することとを含み、
　前記第１のＢＷＰが第２のＢＷＰと異なる
　帯域幅部分ＢＷＰの切替方法。
【請求項２】
　前記タイマを取得することは、
　ネットワーク側により前記端末デバイスに構成された前記タイマを取得することを含む
　請求項１に記載の帯域幅部分ＢＷＰの切替方法。
【請求項３】
　前記方法は、さらに、
　前記端末の不連続受信ＤＲＸ状態及び長ＤＲＸ周期に基づいて、タイマをオンするかど
うかを決定することを含む
　請求項１に記載の帯域幅部分ＢＷＰの切替方法。
【請求項４】
　前記端末のＤＲＸ状態及び長ＤＲＸ周期に基づいて、タイマをオンするかどうかを決定
することは、
　前記端末のＤＲＸ状態が長ＤＲＸ周期にある期間が所定の期間よりも大きい場合、タイ
マをオンすることを決定することを含む
　請求項３に記載の帯域幅部分ＢＷＰの切替方法。
【請求項５】
　前記端末のＤＲＸ状態及び長ＤＲＸ周期に基づいて、タイマをオンするかどうかを決定
することは、
　前記端末のＤＲＸ状態が長ＤＲＸ周期にある数が所定の数よりも大きい場合、タイマを
オンすることを決定することを含む
　請求項３に記載の帯域幅部分ＢＷＰの切替方法。
【請求項６】
　前記タイマをオンすることを決定した後、前記方法は、さらに、
　前記タイマがタイムアウトする前に、端末デバイスが長ＤＲＸ周期にない場合、前記タ
イマを停止することを含む
　請求項４又は５に記載の帯域幅部分ＢＷＰの切替方法。
【請求項７】
　前記タイマに基づいて、現在アクティブ化された第１の帯域幅部分ＢＷＰから到第２の
ＢＷＰに切り替えるかどうかを決定することは、
　前記タイマがタイムアウトした場合、現在アクティブ化された第１のＢＷＰから第２の
ＢＷＰに切り替えることを決定することを含む
　請求項１又は２に記載の帯域幅部分ＢＷＰの切替方法。
【請求項８】
　前記タイマに基づいて、現在アクティブ化された第１の帯域幅部分ＢＷＰから到第２の
ＢＷＰに切り替えるかどうかを決定することは、
　前記タイマがタイムアウトし、前記端末が長ＤＲＸ周期にある場合、現在アクティブ化
された第１のＢＷＰから第２のＢＷＰに切り替えることを決定することを含む
　請求項１～５のいずれか１項に記載の帯域幅部分ＢＷＰの切替方法。
【請求項９】
　前記第２のＢＷＰは、ネットワークにより構成されたデフォルトＢＷＰ、又は、端末デ
バイスによりアクティブされた、第１のＢＷＰと異なるＢＷＰである
　請求項１～８のいずれか１項に記載の帯域幅部分ＢＷＰの切替方法。
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【請求項１０】
　情報取得ユニットと、処理ユニットと、を備える端末デバイスであって、
　前記情報取得ユニットは、タイマを取得するように構成され、
　前記処理ユニットは、前記タイマに基づいて、現在アクティブ化された第１の帯域幅部
分ＢＷＰから第２のＢＷＰに切り替えるかどうかを決定するように構成され、
　前記第１のＢＷＰが第２のＢＷＰと異なる
　端末デバイス。
【請求項１１】
　前記情報取得ユニットは、ネットワーク側により前記端末デバイスに構成された前記タ
イマを取得するように構成される
　請求項１０に記載の端末デバイス。
【請求項１２】
　前記処理ユニットは、
　前記端末の不連続受信ＤＲＸ状態及び長ＤＲＸ周期に基づいて、タイマをオンするかど
うかを決定するように構成される
　請求項１０に記載の端末デバイス。
【請求項１３】
　前記処理ユニットは、前記端末のＤＲＸ状態が長ＤＲＸ周期にある期間が所定の期間よ
りも大きい場合、タイマをオンすることを決定するように構成される
　請求項１２に記載の端末デバイス。
【請求項１４】
　前記処理ユニットは、前記端末のＤＲＸ状態が長ＤＲＸ周期にある数が所定の数よりも
大きい場合、タイマをオンすることを決定するように構成される
　請求項１２に記載の端末デバイス。
【請求項１５】
　前記処理ユニットは、前記タイマがタイムアウトする前に、長ＤＲＸ周期にない場合、
前記タイマを停止するように構成される
　請求項１３又は１４に記載の端末デバイス。
【請求項１６】
　前記処理ユニットは、前記タイマがタイムアウトした場合、現在アクティブ化された第
１のＢＷＰから第２のＢＷＰに切り替えることを決定するように構成される
　請求項１０又は１１に記載の端末デバイス。
【請求項１７】
　前記処理ユニットは、前記タイマがタイムアウトし、前記端末が長ＤＲＸ周期にある場
合、現在アクティブ化された第１のＢＷＰから第２のＢＷＰに切り替えるように構成され
る
　請求項１０～１４のいずれか１項に記載の端末デバイス。
【請求項１８】
　前記第２のＢＷＰは、ネットワークにより構成されたデフォルトＢＷＰ、又は、端末デ
バイスによりアクティブされた第１のＢＷＰと異なるＢＷＰである
　請求項１０～１７のいずれか１項に記載の端末デバイス。
【請求項１９】
　プロセッサと、前記プロセッサ上で実行可能なコンピュータプログラムを格納するメモ
リとを備え、
　前記プロセッサは、前記コンピュータプログラムを実行することによって、請求項１～
９のいずれか１項に記載の方法のステップを実行するように構成されている
　端末デバイス。
【請求項２０】
　請求項１～９のいずれか１項に記載の方法ステップを実行するコンピュータ実行可能命
令を記憶したコンピュータ記憶媒体。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理技術分野に関し、特に、帯域幅部分の切替方法、端末デバイス及び
コンピュータ記憶媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　帯域幅部分(ＢＷＰ)は、周波数領域の次元の概念である。また、端末は、ある時点で、
アクティブ化された１つのＢＷＰのみをサポートしているものとして議論している。アク
ティブ化とは、端末がこのＢＷＰで規定される帯域幅で信号を受信することを望むことを
意味する。しかしながら、ＢＷＰの切り替えをどのように端末デバイスを制御するかにつ
いては、現在で具体的な処理方式は提供されていない。
【発明の概要】
【０００３】
　本発明の実施例は、上記課題を解決するために、帯域幅部分の切替方法、端末デバイス
およびコンピュータ記憶媒体を提供する
　本発明の実施例における帯域幅部分の切替方法は、端末デバイスに応用され、
　タイマを取得することと、
　前記タイマに基づいて、現在アクティブ化された第１の帯域幅部分ＢＷＰから第２のＢ
ＷＰに切り替えるかどうかを決定することとを含み、
　前記第１のＢＷＰが第２のＢＷＰと異なる。
【０００４】
　上記の技術案において、前記タイマを取得することは、
　ネットワーク側により前記端末デバイスに構成された前記タイマを取得することを含む
。
【０００５】
　上記の技術案において、前記方法は、さらに、
　前記端末の不連続受信ＤＲＸ状態及び長ＤＲＸ周期に基づいて、タイマをオンするかど
うかを決定することを含む。
【０００６】
　上記の技術案において、前記端末のＤＲＸ状態及び長ＤＲＸ周期に基づいて、タイマを
オンするかどうかを決定することは、
　前記端末のＤＲＸ状態が長ＤＲＸ周期にある期間が所定の期間よりも大きい場合、タイ
マをオンすることを決定することを含む。
【０００７】
　上記の技術案において、前記端末のＤＲＸ状態及び長ＤＲＸ周期に基づいて、タイマを
オンするかどうかを決定することは、
　前記端末のＤＲＸ状態が長ＤＲＸ周期にある数が所定の数よりも大きい場合、タイマを
オンすることを決定することを含む。
【０００８】
　上記の技術案において、前記タイマに基づいて、現在アクティブ化された第１の帯域幅
部分ＢＷＰから到第２のＢＷＰに切り替えるかどうかを決定することは、
　前記タイマがタイムアウトした場合、現在アクティブ化された第１のＢＷＰから第２の
ＢＷＰに切り替えることを決定することを含む。
【０００９】
　本発明の実施例は、端末デバイスを提供し、情報取得ユニット及び処理ユニットを備え
、
　情報取得ユニットは、タイマを取得するように構成され、
　処理ユニットは、前記タイマに基づいて、現在アクティブ化された第１の帯域幅部分Ｂ
ＷＰから第２のＢＷＰに切り替えるかどうかを決定するように構成され、
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　前記第１のＢＷＰが第２のＢＷＰと異なる。
【００１０】
　上記の技術案において、前記情報取得ユニットは、ネットワーク側により前記端末デバ
イスに構成された前記タイマを取得するように構成される。
【００１１】
　上記の技術案において、前記処理ユニットは、
　前記端末の不連続受信ＤＲＸ状態及び長ＤＲＸ周期に基づいて、タイマをオンするかど
うかを決定するように構成される。
【００１２】
　上記の技術案において、前記処理ユニットは、前記端末のＤＲＸ状態が長ＤＲＸ周期に
ある期間が所定の期間よりも大きい場合、タイマをオンすることを決定するように構成さ
れる。
【００１３】
　上記の技術案において、前記処理ユニットは、前記端末のＤＲＸ状態が長ＤＲＸ周期に
ある数が所定の数よりも大きい場合、タイマをオンすることを決定するように構成される
。
【００１４】
　上記の技術案において、前記処理ユニットは、前記タイマがタイムアウトした場合、現
在アクティブ化された第１のＢＷＰから第２のＢＷＰに切り替えることを決定するように
構成される。
【００１５】
　本発明の実施例は、端末デバイスを提供し、プロセッサと、前記プロセッサで実行可能
なコンピュータプログラムを記憶するメモリとを備え、
　前記プロセッサは、前記コンピュータプログラムを実行することにより、前記方法のス
テップを実行する。
【００１６】
　本発明の実施例は、実行されると、前述の方法ステップを実行するコンピュータ実行可
能命令を記憶したコンピュータ記憶媒体を提供する。
【００１７】
　本発明の実施例の技術案は、タイマによって、一方のＢＷＰから他方のＢＷＰを切り替
えて活性化するか否かを制御する。これにより、ＢＷＰの切り替えが実現され、ネットワ
ーク側の制御情報の伝送をできるだけ減少し、処理効率を確保することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の実施例における帯域幅部分の切替方法のフローチャートである。
【図２】本発明の実施例における端末デバイスの構成図である。
【図３】本発明の実施例におけるハードウェアアーキテクチャの概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　本発明の実施例の特徴と技術内容をより詳細に理解できるように、以下、添付図面を参
照して本発明の実施例の実装を詳細に説明するが、添付図面は、説明のためのものであり
、本発明の実施例を限定するものではない。
【００２０】
　ＬＴＥシステムでは、端末は、最大２０ＭＨｚのシステム帯域幅をサポートする。ＮＲ
(Ｎｅｗ Ｒａｄｉｏ )システムでは、端末デバイスの一部は、必ずしも周波数範囲全体の
システム帯域幅をサポートしない可能性がある。従って、ある時点で端末が１つのアクテ
ィブ化されたＢＷＰしかサポートしていないとすると、端末デバイスを制御してＢＷＰの
切り替えを行う必要がある。
【００２１】
　実施例一
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　本発明の実施例は、帯域幅部分（ＢＷＰ）の切替方法を提供し、端末デバイスに応用さ
れ、図１に示すように、ステップ１０１及び１０２を含む。
【００２２】
　ステップ１０１において、タイマを取得する。
【００２３】
　ステップ１０２において、前記タイマに基づいて、現在アクティブ化された第１の帯域
幅部分ＢＷＰから第２のＢＷＰに切り替えるかどうかを決定することとを含み、前記第１
のＢＷＰが第２のＢＷＰと異なる。
【００２４】
　ここで、前記ＢＷＰは、主に、基本パラメータセットを示すＮｕｍｅｒｏｌｏｇｙと、
キャリア間隔SCSを示す中心周波数ポイントと、最大システム帯域幅以下の帯域幅と、３
つのパラメータを含む。
【００２５】
　このように、ＢＷＰは周波数領域の次元の概念であることがわかる。また、端末は、あ
る時点で、アクティブ化された１つのＢＷＰのみをサポートしているものとして議論して
いる。アクティブ化とは、端末がこのＢＷＰで規定される帯域幅で信号を受信することを
望むことをいい、データ伝送(上り下り)、システムメッセージ等を含む。
【００２６】
　上記ステップ１０１において、前記タイマを取得することは、端末デバイス自体にデフ
ォルトのタイマであってもよいし、端末デバイスに対してユーザが構成したタイマであっ
てもよく、もちろん、ネットワーク側により前記端末デバイスに構成された前記タイマを
取得することを含む。
【００２７】
　前記ネットワーク側は、前記端末デバイスが帯域の一部のみをサポートしていると判断
した場合、又は、前記端末デバイスがＢＷＰで通信を行っていると判断した場合に、前記
端末デバイスに対してタイマを構成することができる。また、ネットワーク側が異なる端
末デバイスに構成するタイマは、同一であってもよいし、異なっていてもよく、ネットワ
ーク側は、端末デバイスが行うべきサービスのタイプに基づいて決定することができ、例
えば、端末デバイスが行うべきサービスが伝送速度が速い場合や、サービスの伝送データ
が多い場合には、広いＢＷＰを構成することができ、サービスタイプの決定は、ＱｏＳな
どのパラメータに基づくことができる。なお、ＢＷＰを決定する他の方式も存在してよく
、本実施例は網羅しない。
【００２８】
　前記タイマの機能は、オンになった後、終了したときに、現在アクティブされた第１の
帯域部分ＢＷＰから第２帯域部分ＢＷＰへの切り替えを行うと判断する動作を含み、すな
わち、端末は、構成されたタイマに応じて、現在アクティブなされた帯域幅部分( ＢＷＰ
 )から他の構成された帯域幅部分に切り替えるか否かを決定する。
【００２９】
　また、本実施例の方法は、ステップ１０２を実行する前に、タイマをオンするかどうか
を判断するステップをさらに含む。
【００３０】
　タイマをオンするか否かを判断する方法は、さらに以下のものを含んでもよい。
【００３１】
　端末デバイスが物理上り共有チャネル( ＰＵＳＣＨ、Ｐｈｙｓｉｃａｌ Ｕｐｌｉｎｋ 
Ｓｈａｒｅｄ Ｃｈａｎｎｅｌ )を伝送するとき、前記タイマをオンにし、
　無線リソース制御( ＲＲＣ、Ｒａｄｉｏ Ｒｅｓｏｕｒｃｅ Ｃｏｎｔｒｏｌ )シグナリ
ングの伝送する際に、前記タイマをオンにし、
　端末デバイスがランダムアクセスの開始が成功するとき、前記タイマをオンにし、
　下り制御情報を受信し、下り制御情報で上り伝送がスケジュールされている場合に、前
記タイマをオンにし、前記下り制御情報は、ＤＣＩであっても良く、
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　ネットワーク側で構成されたリソース上で端末デバイスがデータを送受信する際に、前
記タイマをオンにする。
【００３２】
　上記のステップ１０２において、前記タイマに基づいて、現在アクティブ化された第１
の帯域幅部分ＢＷＰから到第２のＢＷＰに切り替えるかどうかを決定することは、前記タ
イマがタイムアウトした場合、現在アクティブ化された第１のＢＷＰから第２のＢＷＰに
切り替えることを決定することを含む。ここで、前記タイマタイムアウトは、前記タイマ
の時間終了であってもよい。第２のＢＷＰは、ネットワーク側が端末デバイスに構成され
たＢＷＰであってもよく、第２のＢＷＰは、第１のＢＷＰと同じでもよいし、異なってい
てもよく、例えば、同じ周波数ポイントで同じ幅であってもよく、異なる周波数ポイント
で同じ幅であってもよく、同じ周波数ポイントで異なる幅であってもよく、周波数ポイン
ト及び幅が共に異なるＢＷＰであってもよく、又は同じ周波数ポイントで同じ帯域幅であ
ってもよいが、ＢＷＰは、異なる基本パラメータセット( ｎｕｍｅｒｏｌｏｇｙ )に対応
する。
【００３３】
　すなわち、端末デバイスがＢＷＰを利用してサービスを伝送する場合、サービスデータ
の送受信が長時間行われなければリソースの浪費を引き起こすため、この実施例により、
ＢＷＰに対するタイマを追加し、タイマが時間切れるタイミング、すなわちタイマが終了
したタイミングでＢＷＰの切り替えを行うことができる。例えば、第１のＢＷＰの帯域幅
が広い場合、サービスデータの伝送が長時間行われなければリソースの浪費を引き起こす
が、タイマの制御により、端末デバイスが他のＢＷＰを使用し直すことで、ネットワーク
側から端末デバイスにＢＷＰの切り替えを指示することによる送信リソースの浪費を回避
し、端末が帯域リソースを長時間占有することを回避することができる。
【００３４】
　また、端末が不連続受信( ＤＲＸ )状態である期間と、長ＤＲＸ周期とに基づいて、タ
イマをオンにするか否かを決定する等、ＤＲＸの状態に連動して、タイマをオンにするか
否かを決定することも可能である。
【００３５】
　ここで、前記端末のＤＲＸ状態は、ネットワーク側がそのために構成することができ、
ＵＥは、データ伝送がないときにはアイドルモードに入る必要がなく、基地局との同期状
態を維持する。
【００３６】
　具体的には、ＤＲＸ状態に連動してタイマをオンにするか否かの判断が行われ、その判
断方式は、以下の２つを含むことができる
　方式１として、前記端末のＤＲＸ状態が長ＤＲＸ周期にある期間が所定の期間よりも大
きい場合、タイマをオンすることを決定する。
【００３７】
　この方式において、前記タイマの開始条件は、現在構成されているＤＲＸがｌｏｎｇ 
ＤＲＸ ｃｙｃｌｅにある時間に依存する。
【００３８】
　例えば、時間ｘを設定し、端末ＤＲＸがｌｏｎｇ ＤＲＸ ｃｙｃｌｅにある時間がx以
上である場合に、構成されたタイマを起動する。
【００３９】
　なお、時間ｘは、予め設定された期間であってもよく、実際の状況に応じて設定するこ
とができ、本実施例では限定されない。
【００４０】
　方式２として、前記端末のＤＲＸ状態が長ＤＲＸ周期にある数が所定の数よりも大きい
場合、タイマをオンすることを決定する。
【００４１】
　ここで、端末のＤＲＸ状態が長ＤＲＸ周期にある数は、端末のＤＲＸが幾つかの長ＤＲ
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Ｘ周期を維持することを意味し、この数は整数をとることができる。
【００４２】
　例えば、数ｎを設定し、この端末ＤＲＸがｌｏｎｇ ＤＲＸ ｃｙｃｌｅにある数がn以
上である場合、構成されたタイマが開始される。
【００４３】
　なお、この所定の数は実際の状況に応じて設定さればよく、本実施例では限定されない
。
【００４４】
　前述のステップ１０２において、本実施例は、異なるシーンに対する処理を含んでもよ
く、例えば、タイマがタイムアウトした場合、現在アクティブ化された第１のＢＷＰから
第２のＢＷＰへの切り替えを決定することができ、前述のように、ここでは詳しい説明を
省略し、他のシーンとして、即ち、ＤＲＸ状態の他のシーンとして、前記タイマに基づい
て、現在アクティブ化された第１の帯域幅部分ＢＷＰから到第２のＢＷＰに切り替えるか
どうかを決定することは、前記タイマがタイムアウトした場合、前記端末が長ＤＲＸ周期
にある場合、現在アクティブ化された第１のＢＷＰから第２のＢＷＰに切り替えることを
決定する。
【００４５】
　ここで、前記タイマがタイムアウトしたことは、前記タイマーの時間が終了することで
ある。
【００４６】
　なお、現在アクティブされた第１のＢＷＰから第２のＢＷＰへの切り替えを決定する際
には、ＢＷＰの切り替えに加えて、第１のＢＷＰに対応する第１のＤＲＸ構成を非アクテ
ィブとし、さらに、第２のＢＷＰをアクティブ化される際には、第２のＢＷＰに対応する
第２のＤＲＸ構成をアクティブ化してもよい。ここで、ＤＲＸ構成は、監視が必要な期間
及びＤＲＸに入る可能性のある期間を含むＤＲＸの周期を含みうるが、本実施例にいて網
羅しない。
【００４７】
　具体的には、タイマの起動後、タイムアウト時点で、まだ端末がｌｏｎｇ ＤＲＸ ｃｙ
ｃｌｅにある場合に、現在アクティブ化された第１のＢＷＰから第２のＢＷＰに切り替え
ることができる。
【００４８】
　なお、タイマーの時間長は、ネットワーク側で設定されてもよい。
【００４９】
　さらに、前記タイマがタイムアウトする前に、端末デバイスが長ＤＲＸ周期にない場合
、前記タイマを停止する。すなわち、タイマが起動した後、タイムアウトする前に、端末
がｌｏｎｇ ＤＲＸ ｃｙｃｌｅにならなければ、再び起動するまでタイマを停止する。
【００５０】
　ここで、前記タイマを停止する場合、端末デバイスが長ＤＲＸ周期でなくなったときに
タイマを停止し、このときタイマの長さがいくつであってもタイマの計時を停止すること
があり得る。
【００５１】
　または、第１のＢＷＰでＲＡＣＨ手順が開始された場合、タイマの時間が満了しない場
合でもタイマを停止することもできる。
【００５２】
　または、ネットワーク側で端末デバイスが１つのＤＲＸから新たなＤＲＸに切り替える
必要がある場合、新たなＤＲＸ対応のタイマに切り替える。
【００５３】
　なお、第２のＢＷＰは、ネットワーク設定のデフォルトＢＷＰ、又は、第１のＢＷＰと
は異なる端末デバイスのアクティブ化のためのＢＷＰである。すなわち、他の構成の帯域
幅部分( ＢＷＰ )は、ネットワーク構成のデフォルトの帯域幅部分であってもよいし、新
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たにアクティブにする他の帯域幅部分であってもよい。第２のＢＷＰは、ネットワーク側
が端末デバイスに構成されたＢＷＰであってもよく、第２のＢＷＰは、第１のＢＷＰと同
じでも異なっていてもよく、例えば、同じ周波数ポイントで同じ幅であってもよく、異な
る周波数ポイントで同じ幅であってもよく、同じ周波数ポイントで幅が異なっていてもよ
く、周波数ポイント及び幅が共に異なるＢＷＰであってもよい。
【００５４】
　また、端末デバイスは、２つ以上のＢＷＰを構成し得ることが理解され、本実施例で提
供する方式に基づき、現在アクティブ化されたＢＷＰを全て第１のＢＷＰと称し、選択さ
れるべきＢＷＰを全て第２のＢＷＰと称してもよく、ＢＷＰがより多い場合、上記の処理
方式を用いて処理を行うこともでき、例えば、現在、第２のＢＷＰをアクティブ化し、こ
のとき、第２のＢＷＰを第１のＢＷＰとして前記ステップを実行し、タイマがタイムアウ
トしたとき、第１のＢＷＰから第２のＢＷＰに切り替えるとき、このときの第２のＢＷＰ
は、前記複数のＢＷＰのいずれとも異なる第３のＢＷＰとすることができ、これを類推す
る。
【００５５】
　第２のＢＷＰは、ネットワークにより構成されたものであり、ネットワーク側は、端末
デバイスの上りデータを呼び出すことで決定することができ、例えば、端末デバイスの上
りデータが遅延に敏感であれば、幅の広いＢＷＰを第２のＢＷＰとして選択することがで
き、逆に、幅の小さいＢＷＰを第２のＢＷＰとすることもできる。
【００５６】
　前記端末は、ｌｏｎｇ ＤＲＸ ｃｙｃｌｅにある条件は、以下の少なくとも１つを含む
ことができる。
【００５７】
　長ＤＲＸ命令MAC制御要素が制御(すなわち、Ｌｏｎｇ ＤＲＸ Ｃｏｍｍａｎｄ ＭＡＣ 
ｃｏｎｔｒｏｌ ｅｌｅｍｅｎｔ制御)を行い、
　ＤＲＸ短周期タイマ（ｄｒｘＳｈｏｒｔＣｙｃｌｅＴｉｍｅｒ）がタイムアウトし、
　ＤＲＸ－非アクティブ状態タイマ（ｄｒｘ－ＩｎａｃｔｉｖｉｔｙＴｉｍｅｒ）がタイ
ムアウトし、
　長ＤＲＸ命令ＭＡＣ制御要素( ＤＲＸ Ｃｏｍｍａｎｄ ＭＡＣ ｃｏｎｔｒｏｌ ｅｌｅ
ｍｅｎｔ )を受信し、また、ネットワークが端末に短いＤＲＸ周期Ｓｈｏｒｔ ＤＲＸ ｃ
ｙｃｌｅを構成しない。
【００５８】
　前記端末がｌｏｎｇ ＤＲＸ ｃｙｃｌｅにない条件は、以下の少なくとも１つを含むこ
とができる。
【００５９】
　ＤＲＸ-非アクティブ状態タイマ（ｄｒｘ－ＩｎａｃｔｉｖｉｔｙＴｉｍｅｒ）がタイ
ムアウトし、また、Ｓｈｏｒｔ ＤＲＸ ｃｙｃｌｅが構成され、
　ＤＲＸ Ｃｏｍｍａｎｄ ＭＡＣ ｃｏｎｔｒｏｌ ｅｌｅｍｅｎｔを受信し、また、Ｓｈ
ｏｒｔ ＤＲＸ ｃｙｃｌｅが構成される。
【００６０】
　このように、上記構成を採用することにより、タイマによって、一方のＢＷＰから他方
のＢＷＰに切り替えてアクティブ化するか否かを制御することができる。これにより、Ｂ
ＷＰの切り替えが実現され、ネットワーク側の制御情報の伝送をできるだけ減少して処理
効率を確保することができる。
【００６１】
　実施例二
　本発明の実施例は、端末デバイスを提供し、図２に示すように、情報取得ユニット２１
及び処理ユニット２２を含む
　情報取得ユニット２１は、タイマを取得するように構成され、
　処理ユニット２２は、前記タイマに基づいて、現在アクティブ化された第１の帯域幅部
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分ＢＷＰから第２のＢＷＰに切り替えるかどうかを決定するように構成され、前記第１の
ＢＷＰが第２のＢＷＰと異なる。
【００６２】
　ここで、前記ＢＷＰは、主に、基本パラメータセットを示すＮｕｍｅｒｏｌｏｇｙと、
キャリア間隔SCSを示す中心周波数ポイントと、最大システム帯域幅以下の帯域幅と、３
つのパラメータを含む。
【００６３】
　このように、ＢＷＰは周波数領域の次元の概念であることがわかる。また、端末は、あ
る時点で、アクティブ化された１つのＢＷＰのみをサポートしているものとして議論して
いる。アクティブ化とは、端末がこのＢＷＰで規定される帯域幅で信号を受信することを
望むことをいい、データ伝送(上り下り)、システムメッセージ等を含む。
【００６４】
　上記情報取得ユニットは、端末デバイス自体にデフォルトのタイマであってもよいし、
端末デバイスに対してユーザが構成したタイマであってもよく、もちろん、ネットワーク
側により前記端末デバイスに構成された前記タイマを取得することを含む。
【００６５】
　ここで、前記ネットワーク側は、端末デバイスが帯域の一部のみをサポートしていると
判断した場合、又は、前記端末デバイスがＢＷＰで通信を行っていると判断した場合に、
前記端末デバイスに対してタイマを構成することができる。また、ネットワーク側が異な
る端末デバイスに構成するタイマは、同一であってもよいし、異なっていてもよく、ネッ
トワーク側は、端末デバイスが行うべきサービスのタイプに基づいて決定することができ
、例えば、端末デバイスが行うべきサービスが伝送速度が速い場合や、サービスの伝送デ
ータが多い場合には、広いＢＷＰを構成することができ、サービスタイプの決定は、Ｑｏ
Ｓなどのパラメータに基づくことができる。なお、ＢＷＰを決定する他の方式も存在して
よく、本実施例は網羅しない。
【００６６】
　前記タイマの機能は、オンになった後、終了したときに、現在アクティブされた第１の
帯域部分ＢＷＰから第２帯域部分ＢＷＰへの切り替えを行うと判断する動作を含み、すな
わち、端末は、構成されたタイマに応じて、現在アクティブなされた帯域幅部分( ＢＷＰ
 )から他の構成された帯域幅部分に切り替えるか否かを決定する。
【００６７】
　また、前記処理ユニットは、タイマをオンにするか否かを判断する方法は、さらに以下
のものを含んでもよい。
【００６８】
　端末デバイスが物理上り共有チャネルを伝送するとき、前記タイマをオンにし、
　無線リソース制御( ＲＲＣ、Ｒａｄｉｏ Ｒｅｓｏｕｒｃｅ Ｃｏｎｔｒｏｌ )シグナリ
ングの伝送する際に、前記タイマをオンにし、
　端末デバイスがランダムアクセスの開始が成功するとき、前記タイマをオンにし、
　下り制御情報を受信し、下り制御情報で上り伝送がスケジュールされている場合に、前
記タイマをオンにし、前記下り制御情報は、ＤＣＩであっても良く、
　ネットワーク側で構成されたリソース上で端末デバイスがデータを送受信する際に、前
記タイマをオンにする。
【００６９】
　前記タイマがタイムアウトした場合、現在アクティブ化された第１のＢＷＰから第２の
ＢＷＰに切り替えることを決定する。ここで、前記タイマタイムアウトは、前記タイマの
時間終了であってもよい。第２のＢＷＰは、ネットワーク側が端末デバイスに構成された
ＢＷＰであってもよく、第２のＢＷＰは、第１のＢＷＰと同じでもよいし、異なっていて
もよく、例えば、同じ周波数ポイントで同じ幅であってもよく、異なる周波数ポイントで
同じ幅であってもよく、同じ周波数ポイントで異なる幅であってもよく、周波数ポイント
及び幅が共に異なるＢＷＰであってもよく、又は同じ周波数ポイントで同じ帯域幅であっ
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てもよいが、ＢＷＰは、異なる基本パラメータセット( ｎｕｍｅｒｏｌｏｇｙ )に対応す
る。
【００７０】
　すなわち、端末デバイスがＢＷＰを利用してサービスを伝送する場合、サービスデータ
の送受信が長時間行われなければリソースの浪費を引き起こすため、この実施例により、
ＢＷＰに対するタイマを追加し、タイマが時間切れるタイミング、すなわちタイマが終了
したタイミングでＢＷＰの切り替えを行うことができる。例えば、第１のＢＷＰの帯域幅
が広い場合、サービスデータの伝送が長時間行われなければリソースの浪費を引き起こす
が、タイマの制御により、端末デバイスが他のＢＷＰを使用し直すことで、ネットワーク
側から端末デバイスにＢＷＰの切り替えを指示することによる送信リソースの浪費を回避
し、端末が帯域リソースを長時間占有することを回避することができる。
【００７１】
　また、端末が不連続受信( ＤＲＸ )状態である期間と、長ＤＲＸ周期とに基づいて、タ
イマをオンにするか否かを決定する等、ＤＲＸの状態に連動して、タイマをオンにするか
否かを決定することも可能である。
【００７２】
　ここで、前記端末のＤＲＸ状態は、ネットワーク側がそのために構成することができ、
ＵＥは、データ伝送がないときにはアイドルモードに入る必要がなく、基地局との同期状
態を維持する。
【００７３】
　さらに、その判断方式は、以下の２つを含むことができる
　方式１として、前記端末のＤＲＸ状態が長ＤＲＸ周期にある期間が所定の期間よりも大
きい場合、タイマをオンすることを決定する。
【００７４】
　この方式において、前記タイマの開始条件は、現在構成されているＤＲＸがｌｏｎｇ 
ＤＲＸ ｃｙｃｌｅにある時間に依存する。
【００７５】
　例えば、時間ｘを設定し、端末ＤＲＸがｌｏｎｇ ＤＲＸ ｃｙｃｌｅにある時間がｘ以
上である場合に、構成されたタイマを起動する。
【００７６】
　なお、時間ｘは、予め設定された期間であってもよく、実際の状況に応じて設定するこ
とができ、本実施例では限定されない。
【００７７】
　方式２として、前記処理ユニットは、前記端末のＤＲＸ状態が長ＤＲＸ周期にある数が
所定の数よりも大きい場合、タイマをオンすることを決定する。
【００７８】
　ここで、端末のＤＲＸ状態が長ＤＲＸ周期にある数は、端末のＤＲＸが幾つかの長ＤＲ
Ｘ周期を維持することを意味し、この数は整数をとることができる。
【００７９】
　例えば、数ｎを設定し、この端末ＤＲＸがｌｏｎｇ ＤＲＸ ｃｙｃｌｅにある数がn以
上である場合、構成されたタイマが開始される。
【００８０】
　なお、この所定の数は実際の状況に応じて設定さればよく、本実施例では限定されない
。
【００８１】
　本実施例は、異なるシーンに対する処理を含んでもよく、例えば、タイマがタイムアウ
トした場合、現在アクティブ化された第１のＢＷＰから第２のＢＷＰへの切り替えを決定
することができ、前述のように、ここでは詳しい説明を省略し、他のシーンとして、即ち
、ＤＲＸ状態の他のシーンとして、前記処理ユニットは、前記タイマがタイムアウトした
場合、現在アクティブ化された第１のＢＷＰから第２のＢＷＰに切り替えることを決定す
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【００８２】
　ここで、前記タイマがタイムアウトしたことは、前記タイマーの時間が終了することで
ある。
【００８３】
　なお、現在アクティブされた第１のＢＷＰから第２のＢＷＰへの切り替えを決定する際
には、ＢＷＰの切り替えに加えて、第１のＢＷＰに対応する第１のＤＲＸ構成を非アクテ
ィブとし、さらに、第２のＢＷＰをアクティブ化される際には、第２のＢＷＰに対応する
第２のＤＲＸ構成をアクティブ化してもよい。ここで、ＤＲＸ構成は、監視が必要な期間
及びＤＲＸに入る可能性のある期間を含むＤＲＸの周期を含みうるが、本実施例にいて網
羅しない。
【００８４】
　具体的には、タイマの起動後、タイムアウト時点で、まだ端末がｌｏｎｇ ＤＲＸ ｃｙ
ｃｌｅにある場合に、現在アクティブ化された第１のＢＷＰから第２のＢＷＰに切り替え
ることができる。
【００８５】
　なお、タイマの時間長がネットワーク側により構成されても良い。
【００８６】
　さらに、前記タイマがタイムアウトする前に、端末デバイスが長ＤＲＸ周期にない場合
、前記タイマを停止する。すなわち、タイマが起動した後、タイムアウトする前に、端末
がｌｏｎｇ ＤＲＸ ｃｙｃｌｅにならなければ、再び起動するまでタイマを停止する。
【００８７】
　ここで、前記タイマを停止する場合、端末デバイスが長ＤＲＸ周期でなくなったときに
タイマを停止し、このときタイマの長さがいくつであってもタイマの計時を停止すること
があり得る。
【００８８】
　または、第１のＢＷＰでＲＡＣＨ手順が開始された場合、タイマの時間が満了しない場
合でもタイマを停止することもできる。
【００８９】
　または、ネットワーク側で端末デバイスが１つのＤＲＸから新たなＤＲＸに切り替える
必要がある場合、新たなＤＲＸ対応のタイマに切り替える。
【００９０】
　なお、第２のＢＷＰは、ネットワークにより構成されたデフォルトＢＷＰ、又は、第１
のＢＷＰとは異なる端末デバイスのアクティブ化されたＢＷＰである。すなわち、他の構
成の帯域幅部分( ＢＷＰ )は、ネットワーク構成のデフォルトの帯域幅部分であってもよ
いし、新たにアクティブされた他の帯域幅部分であってもよい。
【００９１】
　第２のＢＷＰは、ネットワーク側が端末デバイスに配置されたＢＷＰであってもよく、
第２のＢＷＰは、第１のＢＷＰと同じでも異なっていてもよく、例えば、同じ周波数ポイ
ントで同じ幅であってもよく、異なる周波数ポイントで同じ幅であってもよく、同じ周波
数ポイントで幅が異なっていてもよく、周波数ポイント及び幅が共に異なるＢＷＰであっ
てもよい。
【００９２】
　また、端末デバイスは、２つ以上のＢＷＰを構成し得ることが理解され、本実施例で提
供する方式に基づき、現在アクティブ化されたＢＷＰを全て第１のＢＷＰと称し、選択さ
れるべきＢＷＰを全て第２のＢＷＰと称してもよく、ＢＷＰがより多い場合、上記の処理
方式を用いて処理を行うこともでき、例えば、現在、第２のＢＷＰをアクティブ化し、こ
のとき、第２のＢＷＰを第１のＢＷＰとして前記ステップを実行し、タイマがタイムアウ
トしたとき、第１のＢＷＰから第２のＢＷＰに切り替えるとき、このときの第２のＢＷＰ
は、前記複数のＢＷＰのいずれとも異なる第３のＢＷＰとすることができ、これを類推す
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【００９３】
　第２のＢＷＰは、ネットワークにより構成されたものであり、ネットワーク側は、端末
デバイスの上りデータを呼び出すことで決定することができ、例えば、端末デバイスの上
りデータが遅延に敏感であれば、幅の広いＢＷＰを第２のＢＷＰとして選択することがで
き、逆に、幅の小さいＢＷＰを第２のＢＷＰとすることもできる。
【００９４】
　前記端末は、ｌｏｎｇ ＤＲＸ ｃｙｃｌｅにある条件は、以下の少なくとも１つを含む
ことができる。
【００９５】
　長ＤＲＸ命令MAC制御要素が制御(すなわち、Ｌｏｎｇ ＤＲＸ Ｃｏｍｍａｎｄ ＭＡＣ 
ｃｏｎｔｒｏｌ ｅｌｅｍｅｎｔ制御)を行い、
　ＤＲＸ短周期タイマ（ｄｒｘＳｈｏｒｔＣｙｃｌｅＴｉｍｅｒ）がタイムアウトし、
　ＤＲＸ－非アクティブ状態タイマ（ｄｒｘ－ＩｎａｃｔｉｖｉｔｙＴｉｍｅｒ）がタイ
ムアウトし、
　長ＤＲＸ命令ＭＡＣ制御要素( ＤＲＸ Ｃｏｍｍａｎｄ ＭＡＣ ｃｏｎｔｒｏｌ ｅｌｅ
ｍｅｎｔ )を受信し、また、ネットワークが端末に短いＤＲＸ周期Ｓｈｏｒｔ ＤＲＸ ｃ
ｙｃｌｅを構成しない。
【００９６】
　前記端末がｌｏｎｇ ＤＲＸ ｃｙｃｌｅにない条件は、以下の少なくとも１つを含むこ
とができる。
【００９７】
　ＤＲＸ-非アクティブ状態タイマ（ｄｒｘ－ＩｎａｃｔｉｖｉｔｙＴｉｍｅｒ）がタイ
ムアウトし、また、Ｓｈｏｒｔ ＤＲＸ ｃｙｃｌｅが構成され、
　ＤＲＸ Ｃｏｍｍａｎｄ ＭＡＣ ｃｏｎｔｒｏｌ ｅｌｅｍｅｎｔを受信し、また、Ｓｈ
ｏｒｔ ＤＲＸ ｃｙｃｌｅが構成される。
【００９８】
　このように、上記構成を採用することにより、タイマによって、一方のＢＷＰから他方
のＢＷＰに切り替えてアクティブ化するか否かを制御することができる。これにより、Ｂ
ＷＰの切り替えが実現され、ネットワーク側の制御情報の伝送をできるだけ減少して処理
効率を確保することができる。
【００９９】
　本発明の実施例は、図３に示すように、少なくとも１つのプロセッサ３１と、メモリ３
２と、少なくとも１つのネットワークインタフェース３３とを備える端末デバイスのハー
ドウェア構成アーキテクチャをさらに提供する。各構成要素は、バスシステム３４によっ
て互いに結合される。バスシステム３４は、これらの構成要素間の接続通信を可能にする
ために使用されることが理解される。バスシステム３４は、データバスの他に、電源バス
、制御バス、ステータス信号バスを有する。ただし、説明を分かりやすくするために、図
３では、各種のバスをバスシステム３４と表記している。
【０１００】
　なお、本発明の実施例におけるメモリ３２は、揮発性メモリであっても不揮発性メモリ
であってもよく、揮発性メモリと不揮発性メモリの両方を含んでもよい。
【０１０１】
　いくつかの対応において、メモリ３２は、オペレーティングシステム３２１およびアプ
リケーションプログラム３２２を含み、実行可能モジュールもしくはデータ構造、それら
のサブセット、またはそれらの拡張セットの要素を記憶する。
【０１０２】
　ここで、前記プロセッサ３１は、前記実施例１の方法ステップを処理できるように構成
され、ここでその説明が省略される
　本発明の実施例は、コンピュータ実行可能命令を記憶したコンピュータ記憶媒体を提供



(14) JP 2020-535729 A 2020.12.3

10

20

し、前記コンピュータ実行可能命令は、実行されると、前述した実施例１の方法ステップ
を実行する。
【０１０３】
　本発明の実施例に係る装置は、ソフトウェア機能モジュールの形態で実現され、独立し
た製品として販売または使用される場合、一つのコンピュータ読み取り可能な記録媒体に
格納されてもよい。このような理解に基づいて、本発明の実施形態の技術的解決策の本質
または従来技術に寄与する部分は、本発明の様々な実施形態による方法の全てまたは一部
を１つのコンピュータデバイス(パーソナルコンピュータ、サーバ、またはネットワーク
デバイスなどであり得る)に実行させるための複数の命令を含む１つの記憶媒体に記憶さ
れたソフトウェア製品の形態で具現化され得る。また、前記記憶媒体としては、Ｕ字ディ
スク、リムーバブルハードディスク、リードオンリーメモリ( ＲＯＭ、Ｒｅａｄ Ｏｎｌ
ｙ Ｍｅｍｏｒｙ )、磁気ディスク、光ディスク等のプログラムコードを記憶できる種々
の媒体を用いることができる。このように、本発明の実施形態は、ハードウェアとソフト
ウェアのいかなる組み合わせにも限定されない。
【０１０４】
　従って、本発明の実施例は、本発明の実施例によるデータスケジューリング方法を実行
するように構成されたコンピュータプログラムを格納するコンピュータ記憶媒体をさらに
提供する。
【０１０５】
　以上、本発明の好ましい実施形態について説明したが、本発明はこれらの実施形態に限
定されず、その要旨の範囲内で種々の変形及び変更が可能である。

【図１】

【図２】

【図３】
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